
子育て応援パスポートの利用者等に係る公の施設関係規則の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年６月29日 

岩手県知事 達 増 拓 也 

岩手県規則第52号 

子育て応援パスポートの利用者等に係る公の施設関係規則の特例に関する規則の一部を改正する規則 

 子育て応援パスポートの利用者等に係る公の施設関係規則の特例に関する規則（令和２年岩手県規則第54号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

（子育て応援パスポートの利用者等に係る公の施設関係規則

の規定の規則で定める者の特例） 

（子育て応援パスポートの利用者等に係る公の施設関係規則

の規定の規則で定める者の特例） 

第２条 子育て応援パスポートの利用者等（交付規則第２条第

１項に規定する子どもを含む場合に限る。以下同じ。）が次

の表の左欄に掲げる条例で定める公の施設を利用する場合に

は、当該子育て応援パスポートの利用者等は、同表の右欄に

掲げる規則の規定にかかわらず、当該規定の規則で定める者

とみなす。 

第２条 子育て応援パスポートの利用者等（交付規則第２条第

１項に規定する子どもを含む場合に限る。以下同じ。）が次

の表の左欄に掲げる条例で定める公の施設を利用する場合に

は、当該子育て応援パスポートの利用者等は、同表の右欄に

掲げる規則の規定にかかわらず、当該規定の規則で定める者

とみなす。 

［略］ ［略］ 

県立スケート場条例（昭和

47年岩手県条例第27号） 

［略］ 県立スケート場条例（昭和

47年岩手県条例第27号） 

［略］ 

野外活動センター条例（昭

和49年岩手県条例第18号） 

野外活動センター条例施行規

則（昭和49年岩手県規則第47

号）第３条 

博物館条例（昭和55年岩手

県条例第41号） 

［略］ 博物館条例（昭和55年岩手

県条例第41号） 

［略］ 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この規則は、令和３年７月１日から施行する。 
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